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第１章 総則 

（目的） 

第１条 この条例は、門真市のまちづくりにおける市民、事業者及び市の責務を明らかにするとと

もに、まちづくりの基本とする計画、都市計画及びまちづくりにおける市民参加の手続並びに開

発事業に係る調整の仕組み及び基準を定めることにより、ゆとりある良好な都市環境の形成を図

り、もって安全安心で定住性のある魅力的なまちづくりの実現に寄与することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 



(１) 市民 門真市自治基本条例（平成25年門真市条例第35号）第２条第１号に定める者をいう。 

(２) 事業者 開発事業、中高層建築物等の建築等及び緑化計画対象行為を行う者をいう。 

(３) 開発事業 次のいずれかに該当する行為をいう。 

ア 都市計画法（昭和43年法律第100号）第29条第１項の許可を要する開発行為（以下「開発行

為」という。） 

イ 都市計画法第43条第１項の許可を要する行為 

ウ 建築基準法（昭和25年法律第201号）第42条第１項第５号に規定する道路の築造 

エ 開発区域の面積が300平方メートル以上の建築物の建築又は特定工作物の建設を目的とし

て土地利用する行為 

オ この条例に基づき新設された道路を利用して２年以内に行われる建築のうち規則で定める

もの 

(４) 大規模開発事業 開発区域の面積が3,000平方メートル以上の開発事業をいう。 

(５) 中高層建築物等の建築等 市街化区域にあっては次の表の左欄に掲げる用途地域の区分に

応じ、同表の右欄に定める建築物、市街化調整区域にあっては高さが10メートルを超える建築

物（以下「中高層建築物」という。）の建築並びに第一種特定工作物及び建築基準法施行令（昭

和25年政令第338号）第138条第１項第４号に規定する工作物で高さが10メートルを超えるもの

（以下「特定工作物等」という。）を建設する行為をいう。 

用途地域 建築物 

第一種低層住居専用地域 軒の高さが７メートルを超える建築物又は地階を

除く階数が３以上の建築物 

第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住

居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地

域、準住居地域、近隣商業地域、準工業地域 

高さが10メートルを超える建築物 

商業地域 高さが15メートルを超える建築物 

(６) 緑化計画対象行為 100平方メートル以上の敷地に建築物を新築する行為をいう。 

(７) 開発区域 開発事業をする土地の区域をいう。 

(８) 開発工事 開発事業に係る工事をいう。 

(９) 公共施設 公園、広場、緑地、道路、給水施設、排水施設、交通安全施設、防犯施設、消

防水利施設その他これに準ずる施設をいう。 



(10) 公益施設 集会所その他公益の用に供する施設をいう。 

(11) 狭あい道路 幅員が４メートル未満の道のうち、次に掲げるものをいう。 

ア 建築基準法第42条第２項に規定する道路 

イ 建築物が現に建ち並んでいる道（アに掲げる道路を除く。）で、市長が拡幅に関する協議

が必要と認める道 

(12) 建築確認申請等 建築基準法第６条第１項若しくは第６条の２第１項の規定による確認の

申請（同法第88条第１項及び第２項の規定により工作物について準用する場合を含む。）又は

同法第18条第２項の規定による通知（同法第88条第１項及び第２項の規定により工作物につい

て準用する場合を含む。）をいう。 

２ 前項各号に掲げるもののほか、この条例において使用する用語は、都市計画法及び都市計画法

施行令（昭和44年政令第158号）並びに建築基準法及び建築基準法施行令の例による。 

（権利と責務） 

第３条 市は、この条例の目的を実現するため、次条第１項に規定するまちづくりの基本とする計

画に基づいて、必要な施策を実施しなければならない。 

２ 市民は、この条例の目的を実現するため、門真市のまちづくりに関し、門真市及び地域の将来

像を共有し自らその実現に積極的に取り組むとともに、まちづくりに参画する権利と責務を有す

る。 

３ 事業者は、この条例の目的を実現するため、市が実施する施策に協力するとともに、当該開発

事業が地域に与える影響に配慮し、良好なまちづくりの実現に努めなければならない。 

第２章 まちづくりの基本計画 

（まちづくりの基本計画） 

第４条 門真市におけるまちづくりの基本とする計画（以下「まちづくりの基本計画」という。）

は、次に掲げる計画とする。 

(１) 門真市総合計画 

(２) 門真市都市計画マスタープラン（都市計画法第18条の２第１項の規定により定めた基本方

針をいう。以下「都市計画マスタープラン」という。） 

(３) 前２号に掲げるもののほか、門真市のまちづくりに関する計画で、市長が指定するもの 

２ 市、市民及び事業者は、まちづくりの基本計画を遵守しなければならない。 

（都市計画マスタープランの変更手続） 

第５条 市は、都市計画マスタープランの変更の案を作成しようとするときは、市民の意見を反映



させるため、必要な措置を講じなければならない。 

２ 市は、都市計画マスタープランの変更を決定するときは、門真市都市計画審議会（門真市都市

計画審議会条例（平成12年門真市条例第28号）第１条に規定する審議会をいう。以下「審議会」

という。）の意見を聴かなければならない。 

第３章 まちづくりの促進及び支援 

（地区計画制度及び建築協定制度の活用） 

第６条 市は、地域の特性に応じた良好な住環境の保全及び魅力的な都市景観の形成のため、地区

計画制度及び建築協定制度の活用の促進に努めなければならない。 

（地区計画等の決定及び建築協定の締結に関する支援） 

第７条 市は、都市計画法第12条の４第１項各号に掲げる地区計画等（以下「地区計画等」という。）

の決定及び建築協定の締結に関する市民の活動に対し、情報の提供その他必要な支援を行うこと

ができる。 

（まちづくり活動の支援） 

第８条 市は、市民によるまちづくりを推進するため、門真市自治基本条例第16条に規定する地域

会議（以下「地域会議」という。）及び自主的なまちづくり活動を行う団体が行うまちづくりの

推進を図る活動に対し、技術的な支援、情報及び学習機会の提供その他必要な支援を行うことが

できる。 

第４章 都市計画の決定等に関する手続 

第１節 都市計画の決定等に関する手続 

（都市計画の案の作成手続） 

第９条 市は、都市計画の案の内容となるべき事項（以下「都市計画の原案」という。）の作成に

ついて必要があると認めるときは、説明会の開催その他必要な措置を講じなければならない。 

２ 市は、都市計画の案を作成しようとするときは、当該都市計画の案が都市計画の名称の変更そ

の他規則で定める軽易な変更のみに係るものと認めるときを除き、規則で定めるところにより、

都市計画法第16条第１項に規定する公聴会（以下「公聴会」という。）を開催する。ただし、次

項に規定する公述の申出がなかった場合は、この限りでない。 

３ 都市計画の原案に係る都市計画区域の住民（都市計画法上の住民をいう。次節において同じ。）

その他当該都市計画の原案に利害関係を有する者（以下この節において「利害関係人」という。）

は、規則で定めるところにより公述の申出をし、公聴会において当該都市計画の原案に関し意見

を述べることができる。 



４ 市は、前項の意見の要旨及び当該意見に対する見解を公表しなければならない。 

５ 市は、都市計画法第15条の２第１項の規定により大阪府が決定権限を有する都市計画の原案を

作成しようとするときは、第１項から前項までの手続を経るよう努めなければならない。 

（都市計画の決定手続） 

第10条 市は、都市計画の決定又は変更をしようとするときは、その旨及び次に掲げる事項を告示

し、当該都市計画の案を、当該都市計画の決定又は変更をしようとする理由を記載した書面を添

えて、当該告示の日の翌日から起算して２週間公衆の縦覧に供しなければならない。 

(１) 都市計画の種類、名称、位置及び区域 

(２) 都市計画の案の縦覧場所及び縦覧期間 

２ 前項の規定による告示があったときは、利害関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、縦覧

に供された都市計画の案について、市に意見書を提出することができる。 

３ 市は、審議会の議を経て、都市計画を決定しなければならない。 

４ 市は、前項の規定により都市計画の案を審議会に付議しようとするときは、第２項の意見書の

要旨を審議会に提出しなければならない。 

５ 市は、都市計画法第20条第１項（同法第21条第２項において準用する場合を含む。）の規定に

より都市計画の決定又は変更の告示をするときは、併せて次に掲げる事項を告示し、第２項の意

見書の要旨及び当該意見に対する市の見解を公表しなければならない。 

(１) 都市計画の種類、名称、位置及び区域 

(２) 都市計画法第14条第１項の規定による図書の縦覧場所 

第２節 都市計画の決定等の提案に関する手続 

（趣旨） 

第11条 この節の規定は、計画提案（都市計画法第21条の２の規定により市に提案される都市計画

の決定又は変更の提案をいう。以下同じ。）に係る手続に関し必要な事項を定めるものとする。 

（計画提案団体の指定） 

第12条 都市計画法第21条の２第２項に規定する条例で定める団体は、地域会議とする。 

（計画提案の要件） 

第13条 計画提案を行うことができる都市計画は、都市計画法に基づき、市が定める都市計画とす

る。 

２ 前項に定めるもののほか、計画提案の要件は、都市計画法第21条の２に定めるところによる。 

（事前相談） 



第14条 計画提案を行おうとする者（以下「提案者」という。）は、手続を円滑に進めていくため、

市に事前に相談するよう努めなければならない。 

２ 市は、前項の規定による事前相談があったときは、計画提案に係る都市計画の素案（都市計画

法第21条の２第１項に規定する都市計画の素案をいう。以下同じ。）の内容及び計画提案の手続

等について必要な助言又は指導を行わなければならない。 

（同意要件の基準） 

第15条 都市計画法第21条の２第３項第２号に規定する土地所有者等の３分の２以上の同意の基準

は、規則で定める。 

（計画提案の手続等） 

第16条 提案者は、規則で定めるところにより、当該計画提案に係る提案書を市に提出しなければ

ならない。 

２ 前項の計画提案の内容は、都市計画法第21条の２第３項に規定する要件に適合するものでなけ

ればならない。 

３ 市は、計画提案が前項の要件に適合しないものであると判断したときは、遅滞なく、その旨及

びその理由を当該提案者に通知するとともに、第１項の規定により提出された提案書等の図書を

当該提案者に返却しなければならない。 

４ 市は、当該計画提案の内容が第２項の要件に適合すると判断したときは、規則で定める門真市

都市計画提案検討委員会（以下「検討委員会」という。）において、計画提案を踏まえた都市計

画（計画提案に係る都市計画の素案の内容の全部又は一部を実現することとなる都市計画をいう。

以下同じ。）の決定又は変更をする必要があるかどうかを、次に掲げる事項を基準に判断し、当

該都市計画の決定又は変更をする必要があるかどうかの方針を定めなければならない。 

(１) まちづくりの基本計画に則していること。 

(２) 周辺の住民からおおむね賛同が得られていること。 

(３) 周辺環境等に配慮されていること。 

５ 市は、前項の方針の要旨を当該提案者に対し、連絡しなければならない。 

６ 市は、第４項の方針に基づき、計画提案を踏まえた都市計画の決定又は変更をする必要がある

と認めたときは、当該都市計画の案を作成し、前節の規定による手続を進めなければならない。 

７ 市は、第４項の規定により計画提案を踏まえた都市計画の決定又は変更をする必要がないと認

めたときは、当該都市計画の素案を審議会に提出してその意見を聴いた後、遅滞なく、その旨及

びその理由を当該提案者に書面にて通知しなければならない。 



第３節 地区計画等の案の作成に関する手続 

（趣旨） 

第17条 この節の規定は、都市計画法第16条第２項の規定に基づき、地区計画等の案の内容となる

べき事項（以下「地区計画等の原案」という。）の提示及び意見の提出に関し必要な事項を定め

るものとする。 

（地区計画等の素案の提示方法） 

第18条 市は、地区計画等の原案を作成しようとする場合は、あらかじめ、次に掲げる事項を告示

し、当該地区計画等の原案の内容となるべき事項（以下「地区計画の素案」という。）を当該告

示の日の翌日から起算して２週間公衆の縦覧に供しなければならない。 

(１) 地区計画等の素案の内容のうち、種類、名称、位置及び区域 

(２) 縦覧場所 

（説明会の開催等） 

第19条 市は、前条に定めるもののほか、地区計画等の素案の内容を周知させるため必要があると

認めるときは、説明会の開催、広報紙への掲載その他の適切な措置を講じなければならない。 

（地区計画等の素案に対する意見の提出方法） 

第20条 都市計画法第16条第２項に規定する者は、第18条の規定により縦覧に供された地区計画等

の素案について意見を提出しようとする場合は、縦覧期間の満了の日の翌日から起算して１週間

を経過する日までに、意見書を市に提出しなければならない。 

第４節 建築協定 

（趣旨） 

第21条 この節の規定は、建築基準法第69条の規定に基づき、建築協定に関し必要な事項を定める

ものとする。 

（協定事項） 

第22条 土地の所有者及び建築物の所有を目的とする地上権又は賃借権（臨時設備その他一時使用

のため設定されたことが明らかなものを除く。）を有する者は、住宅地としての環境又は商店街

としての利便を高度に維持増進する等建築物の利用を増進し、かつ、土地の環境を改善するため、

当該土地について一定の区域を定め、その区域内における建築物の敷地、位置、構造、用途、形

態、意匠又は建築設備に関する基準についての協定を締結することができる。 

（他の法令との関係） 

第23条 前条の規定による建築物に関する協定の内容は、建築に関する法律及びこれに基づく命令



並びに条例に適合するものでなければならない。 

（意見の聴取） 

第24条 市長は、規則で定めるところにより、関係人に対し公開による意見の聴取を行わなければ

ならない。 

第５章 開発事業等の調整の仕組み 

第１節 開発事業等に関する基本的事項 

（一の開発事業） 

第25条 一団の土地（同一敷地であった土地等一体的利用がなされていた土地及び所有者が同一で

あった土地をいう。）又は隣接した土地において、同時に又は引き続き行う開発事業であって、

全体として一体的な土地の利用をし、又は一体的な土地の造成を行うことが見込まれるものは、

一の開発事業とみなす。ただし、一体的ではないと市長が認めるものにあっては、この限りでな

い。 

２ 前項本文の規定は、先行する開発事業の目的とする全ての建築物について、建築基準法第７条

第５項又は第７条の２第５項の規定により検査済証が交付された日以後に行う開発事業について

は、適用しない。 

（大規模開発事業の手続） 

第26条 大規模開発事業を行う事業者は、第２節、第３節及び第５節の規定による手続を行わなけ

ればならない。 

（開発事業の手続） 

第27条 開発事業（大規模開発事業を除く。）を行う事業者は、第３節及び第５節の規定による手

続を行わなければならない。 

（中高層建築物等の建築等の手続） 

第28条 中高層建築物等の建築等を行う事業者は、第６節の規定による手続を行わなければならな

い。 

（緑化計画対象行為の手続） 

第29条 緑化計画対象行為を行う事業者は、第７節の規定による手続を行わなければならない。 

第２節 大規模開発事業の開発基本構想等に関する手続 

（開発基本構想の届出等） 

第30条 事業者は、規則で定めるところにより、第35条第１項の規定による申請の前に、当該開発

事業に係る土地の利用に関する構想（以下「開発基本構想」という。）を市長に届け出なければ



ならない。 

２ 市長は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公表しなければならない。 

（開発基本構想に係る標識の設置等） 

第31条 事業者は、前条第１項の規定による届出を行った日から１週間以内に、規則で定めるとこ

ろにより、当該開発基本構想に係る土地の区域内に当該開発基本構想に関する事項を記載する標

識を設置しなければならない。 

２ 事業者は、前項の規定により標識を設置したときは、当該標識を設置した日から１週間以内に、

規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。 

（開発基本構想に関する説明会の開催等） 

第32条 事業者は、前条第１項の標識を設置した後、次に掲げる者（以下この節において「近隣住

民等」という。）を対象とする当該開発基本構想に関する説明会を開催しなければならない。 

(１) 開発区域の境界線からの水平距離が20メートルの範囲内に居住し、又は事業を営む者 

(２) 当該開発事業において建築する建築物の外壁からの水平距離が当該建築物の高さの２倍の

範囲内に居住し、又は事業を営む者 

(３) 開発区域を包含する自治会等の地縁団体 

２ 事業者は、前項の規定により説明会を開催するときは、当該説明会を行う日の１週間前までに、

規則で定めるところにより、近隣住民等に対しその旨を通知するとともに、市長に対しその旨を

届け出なければならない。 

３ 事業者は、第１項の説明会を開催したときは、当該説明会を行った日から速やかに、規則で定

めるところにより、当該説明会の結果を市長に報告しなければならない。 

（開発基本構想の変更の届出等） 

第33条 事業者は、前条第３項の規定による届出後、第35条第１項の規定による申請までの間に、

当該開発基本構想の内容を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、その旨を市長

に届け出なければならない。 

２ 前項の規定による届出（規則で定める軽微な変更に係るものを除く。以下この条において同じ。）

をした事業者は、再度、近隣住民等を対象とする説明会を開催することその他市長が必要と認め

る措置を講じなければならない。 

３ 第１項の規定による届出をした事業者は、第31条第１項の規定により設置した標識の記載を変

更するとともに、変更した日から１週間以内に、規則で定めるところにより、その旨を市長に届

け出なければならない。 



（開発基本構想の取下げの届出等） 

第34条 事業者は、第30条第１項の規定による届出後、当該開発基本構想を取り下げようとすると

きは、規則で定めるところにより、速やかに、その旨を市長に届け出なければならない。 

２ 市長は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公表しなければならない。 

第３節 開発事業に関する手続 

（開発事業に係る事前協議） 

第35条 事業者は、開発事業を行おうとするときは、規則で定めるところにより、当該開発事業に

係る事前の協議（以下「事前協議」という。）を市長に申請し、まちづくりの基本計画及び第46

条に規定する開発事業に係る協議の基準に基づき、協議しなければならない。 

２ 事業者は、前項の申請に当たっては、規則で定める図書を添付しなければならない。 

３ 事業者は、事前協議の協議事項の内容に変更が生じた場合は、再度、事前協議の申請をしなけ

ればならない。 

４ 市長は、事前協議において必要とする場合は、規則で定める門真市開発審査会の意見を聴くこ

とができる。 

（事前協議の通知） 

第36条 市長は、事前協議の申請があったときは、当該事前協議に対して指導意見を通知しなけれ

ばならない。 

（開発事業に係る協議の申請） 

第37条 事業者は、前条の規定による通知を受けた日から１年以内に、規則で定めるところにより、

当該開発事業に係る協議（以下「本協議」という。）を市長に申請しなければならない。 

２ 市長は、本協議の申請があったときは、その旨を公表しなければならない。 

３ 事業者は、都市計画法第32条第１項の規定による同意を得ようとするときは、本協議の申請を

もって行うものとする。 

（開発事業に係る標識の設置等） 

第38条 事業者は、本協議の申請を行った日から１週間以内に、規則で定めるところにより、当該

開発事業に係る土地の区域内に当該開発事業の計画に関する事項を記載する標識を設置しなけれ

ばならない。 

２ 事業者は、前項の標識を設置したときは、当該標識を設置した日から１週間以内に、規則で定

めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。 

（開発事業に係る協定の締結等） 



第39条 市長及び事業者は、当該開発事業が規則で定める公共施設及び公益施設の整備を伴う場合

は、当該整備に関する事項等についての協定（以下「協定書」という。）を締結しなければなら

ない。 

（本協議の承認の通知等） 

第40条 市長は、本協議の申請があったときは、当該本協議の内容を審査し、その内容が第36条の

規定による通知の内容に適合すると認めたときは、事業者にその内容を承認する旨の通知（以下

「協議承認通知」という。）を行うとともに、その旨を公表しなければならない。 

２ 前項の場合において、協定書の締結を要するときは、当該協定書の締結後に協議承認通知を行

わなければならない。 

３ 事業者は、協議承認通知があったときは、速やかに、その旨及び当該協議承認通知の年月日を

第38条第１項の規定により設置した標識に記載しなければならない。 

（開発事業の変更の申請等） 

第41条 事業者は、協議承認通知を受けた後、当該本協議の内容を変更しようとするときは、規則

で定めるところにより市長に申請し、その承認を受けなければならない。 

２ 事業者は、当該本協議の内容の変更について、市長が、事前協議が必要と認めたときは、再度、

事前協議の申請をしなければならない。 

３ 第１項の規定による承認を受けた者は、第38条第１項の規定により設置した標識の記載を変更

するとともに、当該表示を変更した日から１週間以内に、規則で定めるところにより、その旨を

市長に届け出なければならない。 

（開発事業の廃止の届出等） 

第42条 事業者は、協議承認通知を受けた後、開発事業を廃止しようとするときは、規則で定める

ところにより、その旨を市長に届け出なければならない。 

２ 事業者は、開発工事の着手後、当該開発事業を廃止しようとするときは、公共施設の復旧又は

災害防止に係る工事その他必要な措置を講じなければならない。 

（地位の承継） 

第43条 協議承認通知を受けた事業者の相続人その他の一般承継人は、被承継人が有していた当該

開発事業に係る地位を承継する。この場合において、当該地位を承継した事業者は、遅滞なく、

規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。 

２ 協議承認通知を受けた事業者から当該開発事業に関する工事を施工する権原を取得した事業者

は、規則で定めるところにより、市長の承認を受けて当該開発事業の承認を受けた事業者が有し



ていた当該開発事業に係る地位を承継することができる。 

（開発工事の着手の制限） 

第44条 事業者又はその事業者から開発工事を請け負った者若しくはその下請者（以下「事業者等」

という。）は、協議承認通知を受けた後でなければ、開発工事に着手してはならない。 

（建築工事の着手） 

第45条 市長は、第49条第４項に規定する工事完了検査済証の交付を受けた後、当該開発区域にお

ける、建築物の建築又は特定工作物の建設を行うよう事業者に求めることができるものとする。 

第４節 開発事業の基準 

（開発事業に係る協議の基準） 

第46条 開発事業を行う事業者は、別表に定める開発事業に係る協議の基準を遵守しなければなら

ない。 

（開発許可の基準） 

第47条 都市計画法第33条第４項の規定により定める一戸建ての住宅の敷地面積の最低限度は、次

の表の左欄に掲げる用途地域の区分に応じ、同表の右欄に定める敷地面積とする。ただし、土地

利用の計画上、市長がやむを得ないと認めるときは、70平方メートルとすることができる。 

用途地域 敷地面積 

第一種低層住居専用地域 150平方メートル 

第一種中高層住居専用地域 120平方メートル 

第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、

第二種住居地域、準住居地域、準工業地域、工

業地域 

100平方メートル 

近隣商業地域、商業地域 80平方メートル 

第５節 開発工事に関する手続等 

（開発工事に係る手続） 

第48条 事業者は、開発工事を行うときは、当該開発工事の着手前までに、規則で定めるところに

より、その旨を市長に届け出なければならない。 

２ 事業者は、協定書の内容に関する工事が完了したときは、規則で定めるところにより、その旨

を市長に届け出なければならない。 

３ 事業者は、協議承認通知の内容に関する工事（協定書の内容に関する工事を除く。）が完了し



たときは、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。 

（開発工事に係る完了検査等） 

第49条 市長は、前条第２項の規定による届出を受けたときは、当該開発工事が協定書の内容に適

合しているかどうかの検査（以下「完了検査」という。）を行わなければならない。 

２ 市長は、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、前条第２項の規定による届

出の前に当該開発工事が協定書の内容に適合しているかどうかの中間検査（以下「中間検査」と

いう。）を行わなければならない。この場合において、事業者は、規則で定めるところにより、

市長に当該中間検査を受ける旨を届け出なければならない。 

３ 事業者は、中間検査又は完了検査に合格しなかった場合は、直ちに事業者の負担においてその

不備を改め、再度、中間検査又は完了検査を受けなければならない。 

４ 市長は、完了検査の結果、当該開発工事が協定書の内容に適合していると認めるときは、規則

で定めるところにより、工事完了検査済証を事業者に交付しなければならない。 

（公共施設の管理及び帰属等） 

第50条 事業者は、開発事業に係る公共施設及びその用に供する土地（開発行為に係るものを除く。

次項において同じ。）の市への寄附について、市と協議しなければならない。 

２ 前項の規定により寄附されることとなった開発事業に係る公共施設及びその用に供する土地は、

前条第４項の工事完了検査済証の交付の日の翌日において、公共施設については市の管理に属す

るものとし、その用に供する土地については市に帰属するものとする。 

３ 開発行為に係る公共施設及びその用に供する土地は、都市計画法第36条第３項の規定による告

示の日の翌日において、公共施設については市の管理に属するものとし、その用に供する土地に

ついては市に帰属するものとする。ただし、公共施設の管理について、法令に別の定めがある場

合はこの限りでない。 

４ 事業者は、第２項又は前項の規定により市の管理に属することとなった公共施設について、市

に引き渡した日から２年の間に施工不備その他事業者による瑕疵が原因で滅失し、又は棄損した

ときは、事業者の負担で補修し、又は復旧しなければならない。 

（公益施設の管理及び寄附） 

第51条 事業者は、開発事業に係る公益施設及びその用に供する土地の管理並びに市への寄附につ

いて市長と協議しなければならない。 

（開発工事の配慮事項） 

第52条 事業者は、当該開発工事を行う際には、規則で定める事項を遵守し、災害の防止に努めな



ければならない。 

２ 事業者は、開発工事中に災害が生じたときは、直ちに必要な処理を行い、市その他の関係機関

に通知しなければならない。 

３ 事業者は、当該開発工事及び開発事業後の土地利用を行う際には、開発区域及びその周辺地域

において、公害関係の法令等を遵守し、環境の保全及び公害の防止を図らなければならない。 

第６節 中高層建築物等の建築等に関する手続等 

（中高層建築物等の建築等に係る計画の届出等） 

第53条 事業者は、中高層建築物等の建築等を行おうとするときは、規則で定めるところにより、

当該中高層建築物等の建築等に係る計画を市長に届け出なければならない。 

（中高層建築物等の建築等に係る計画における配慮事項） 

第54条 事業者は、前条の計画の策定に当たり、次に掲げる事項に関して適切な措置を講ずるよう

努めなければならない。 

(１) 日照に及ぼす影響を軽減させること。 

(２) 住居の居室を観望することが困難となるようにすること。 

(３) 電波障害が生じた場合の対策を行うこと。 

(４) 工事により発生する騒音及び振動の低減、粉塵の飛散防止並びに隣接する道路の交通の安

全を確保すること。 

２ 前項に定めるもののほか、第一種特定工作物を建設する事業者は、その工作物の計画の策定に

当たり、周辺の住環境が著しく悪化しないよう騒音、臭気、操業時間等について適正な利用が確

保されるよう配慮しなければならない。 

（中高層建築物等の建築等に係る標識の設置等） 

第55条 事業者は、第53条の規定による届出を行った日から１週間以内に、規則で定めるところに

より、当該中高層建築物等の建築等に係る計画に関する事項を記載する標識を設置しなければな

らない。 

２ 事業者は、前項の標識を設置したときは、当該標識を設置した日から１週間以内に、規則で定

めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。 

（中高層建築物等の建築等に係る計画に関する説明会の開催等） 

第56条 事業者は、前条第１項の規定により標識を設置した後、次に掲げる者（以下この節におい

て「近隣住民等」という。）を対象とする説明会の開催その他適切な方法により第53条の計画の

内容及び第54条の規定による計画上の配慮の内容について、近隣住民等の理解を得るよう努めな



ければならない。 

(１) 中高層建築物の外壁からの水平距離が当該建築物の高さの２倍の範囲内に居住し、又は事

業を営む者 

(２) 特定工作物等の外壁又は柱の面からの水平距離が当該特定工作物等の高さの２倍の範囲内

に居住し、又は事業を営む者 

２ 事業者は、前項の説明会を行うときは、当該説明会を行う日の１週間前までに、規則で定める

ところにより、近隣住民等に対しその旨を通知するとともに、市長に対しその旨を届け出なけれ

ばならない。 

３ 事業者は、第１項の規定により説明会の開催等を行ったときは、速やかに、規則で定めるとこ

ろにより、当該説明会の開催等の結果を市長に報告しなければならない。 

４ 事業者は、前項の規定による報告は、当該中高層建築物等の建築等に係る建築確認申請等の前

に行わなければならない。 

（中高層建築物等の建築等に係る協議の基準） 

第57条 別表に規定する給水施設及び消防対策における中高層建築物等の建築等に係る協議の基準

は、開発事業に係る協議の基準について準用する。この場合において、同表の給水施設の項及び

消防対策の項中「開発区域」とあるのは「当該中高層建築物等の敷地」と読み替えるものとする。 

２ 前項の規定は、本協議を要するものには適用しない。 

第７節 緑化計画対象行為に関する手続等 

（緑化計画対象行為に係る整備基準） 

第58条 緑化計画対象行為を行う事業者は、市長が別に定める緑化計画対象行為に係る整備基準（以

下「緑化基準」という。）を遵守しなければならない。 

（緑化計画書の提出） 

第59条 事業者は、緑化計画対象行為を行おうとするときは、建築確認申請等を行う前に規則で定

めるところにより、市長に緑化計画書を提出しなければならない。 

（緑化計画書の確認通知） 

第60条 市長は、前条の緑化計画書が提出されたときは、速やかに、その内容が緑化基準に適合し

ていることを確認し、その結果を事業者に通知しなければならない。 

（緑化完了報告書の提出） 

第61条 事業者は、当該緑化計画対象行為が完了したときは、規則で定めるところにより、緑化完

了報告書を速やかに、市長に提出しなければならない。 



第８節 狭あい道路の拡幅整備等に関する事項 

（狭あい道路の拡幅整備に係る協議等） 

第62条 建築主は、狭あい道路に接する敷地に建築するときは、当該建築確認申請等を行う前に道

路の管理方法、拡幅及び整備の計画について、市と協議しなければならない。 

２ 前項の狭あい道路に接する敷地の建築主及び土地所有者は、当該狭あい道路が第２条第11号イ

に規定する道に該当するときは、現に通行の用に供する部分の確保に努めなければならない。 

３ 前２項の規定は、本協議を要するものには適用しない。 

第６章 雑則 

（適用除外） 

第63条 次に掲げる行為については、第５章の規定のうち、規則で定めるものは適用しない。 

(１) 都市計画法第29条第１項第４号から第10号までに規定する行為 

(２) 建築基準法第85条に規定する仮設建築物の建築 

(３) 前２号に掲げるもののほか、規則で定める行為 

２ 都市計画法第29条第１項の許可を要する開発行為については、第42条、第43条、第45条、第48

条第２項並びに第49条第１項及び第４項の規定は適用しない。 

（立入調査） 

第64条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、職員に開発区域内に立ち入り、工事その

他の行為の状況を調査させることができる。 

２ 前項の規定により立入調査をする職員は、規則で定めるところにより、その身分を示す証明書

を携帯し、関係者にこれを提示しなければならない。 

３ 第１項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められるものと解釈してはならな

い。 

（工事の停止、中止等の勧告） 

第65条 市長は、事業者等が次の各号のいずれかに該当するときは、当該事業者等に対し、期限を

定めて開発工事の停止、中止その他必要な措置を講じることを勧告することができる。 

(１) 偽りその他不正の手段により、協議承認通知を受けたとき。 

(２) 協議承認通知の内容と異なる工事をしたとき。 

(３) 協定書の内容と異なる工事をしたとき。 

(４) 第42条第２項の規定による措置を講じなかったとき。 

(５) 第44条の規定による工事の着手制限に違反して工事に着手したとき。 



（是正命令） 

第66条 市長は、前条の規定による勧告を受けた事業者等が当該勧告に従わないときは、当該事業

者等に対し、開発工事の停止若しくは中止を命じ、又は相当の期限を定めて違反を是正するため

に必要な措置を講じることを命じることができる。 

２ 市長は、前項の規定による命令をしようとするときは、当該命令をする事業者等に対し、あら

かじめ意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、当該事業者等が正当な理由がなく、

意見の聴取に応じないとき又は緊急を要するときは、この限りでない。 

（公表） 

第67条 市長は、次の各号のいずれかに該当する事業者等の氏名又は名称、違反の事実その他の事

項を、規則で定めるところにより、公表することができる。 

(１) 第65条第３号の規定による勧告に従わない事業者等 

(２) 前条第１項の規定による命令を受けた事業者等 

２ 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、公表をする事業者等に対し、あらかじ

め当該事業者にその理由を通知し、意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、当該事

業者等が正当な理由がなく、意見の聴取に応じないとき又は緊急を要するときは、この限りでな

い。 

（委任） 

第68条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成28年４月１日から施行する。ただし、第５章及び第６章（第68条を除く。）

の規定並びに附則第６項から第９項までの規定は、同年７月１日から施行する。 

（条例の廃止） 

２ 次に掲げる条例は、廃止する。 

(１) 門真市建築協定に関する条例（平成９年門真市条例第３号） 

(２) 門真市地区計画等の案の作成手続に関する条例（平成10年門真市条例第６号） 

（経過措置） 

３ この条例の施行の際、現に決定又は変更の手続を行っている都市計画（地区計画等を除く。）

のうち、附則第１項本文の施行の日（次項から附則第５項までにおいて「施行日」という。）前

に、都市計画法第17条第１項（同法第21条第２項において準用する場合を含む。）の規定による



公告が行われたものについては、なお従前の例による。 

４ この条例の施行の際、現に決定又は変更の手続を行っている地区計画等のうち、施行日前に、

附則第２項第２号の規定による廃止前の門真市地区計画等の案の作成手続に関する条例第２条の

規定による告示が行われたものについては、なお従前の例による。 

５ この条例の施行の際、現に認可申請（変更及び廃止を含む。）を行っている建築協定のうち、

施行日前に、建築基準法第71条の規定による申請に係る建築協定の公告が行われたものについて

は、なお従前の例による。 

６ 附則第１項ただし書の施行の日（次項から附則第９項までにおいて「ただし書施行日」という。）

前に事前協議の申出があった開発事業に係る手続等については、第５章第２節から第５節までの

規定にかかわらず、なお従前の例による。 

７ ただし書施行日前に建築計画に係る届出書が提出された中高層建築物等の建築等に係る手続に

ついては、第５章第６節の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

８ ただし書施行日前に緑化計画書が提出された緑化計画対象行為については、第５章第７節の規

定にかかわらず、なお従前の例による。 

９ ただし書施行日前に建築確認申請等を行った建築主については、第５章第８節の規定は、適用

しない。 

附 則（平成28年９月30日門真市条例第24号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成29年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日前に改正前のそれぞれの条例の規定によってなされた処分、手続その他の

行為は、改正後のそれぞれの条例の相当規定によってなされたものとみなす。 

別表（第46条関係） 

種別 基準 

建築物の敷地面

積の最低限度 

(１) 市街化区域の開発区域内において予定される建築物（開発行為に係るも

のを除く。）のうち、一戸建て住宅の敷地面積の最低限度は、次の表の左欄

に掲げる用途地域の区分に応じ、開発区域の面積が500平方メートル以上で

あるときは同表の中欄に掲げる面積とし、開発区域の面積が500平方メート

ル未満であるときは同表の右欄に掲げる面積とする。ただし、土地利用の計



画上、市長がやむを得ないと認めるときは、70平方メートルとすることがで

きる。 

 

用途地域 

開発区域の面積が500

平方メートル以上に係

る敷地面積 

開発区域の面積が500

平方メートル未満に係

る敷地面積 

 

 第一種低層住居専用地

域 

150平方メートル 80平方メートル  

 第一種中高層住居専用

地域 

120平方メートル   

 第二種中高層住居専用

地域、第一種住居地域、

第二種住居地域、準住

居地域、準工業地域、

工業地域 

100平方メートル   

 近隣商業地域、商業地

域 

80平方メートル   

     

(２) 市街化調整区域の建築物の敷地面積の最低限度は、市と協議しなければ

ならない。 

共同住宅等の専

有面積 

開発区域内において予定される建築物の共同住宅等の専有面積は、生活環境の

向上を図るための空間を確保できるよう、市長が別に定める開発事業に係る整

備基準（以下「整備基準」という。）に定める規模とするよう努めなければな

らない。 

単身者向け共同

住宅の管理 

単身者向け共同住宅の管理については、整備基準に基づき、市と協議しなけれ

ばならない。 

造成 開発区域を造成しようとするときは、整備基準その他関係法令に基づく技術基

準等を遵守しなければならない。 

都市計画施設及

びその他道路計

都市計画施設その他道路計画に基づく道路に接する開発事業は、これらの計画

に整合させなければならない。 



画との整合 

道路施設 (１) 開発区域内において設置する道路は、整備基準その他関係法令に基づく

技術基準を遵守し、設置しなければならない。この場合において、接続する

道路及び周辺の道路状況その他市道路計画等を勘案し、整合させなければな

らない。 

(２) 開発区域に接する既存道路は、整備基準に基づき整備しなければならな

い。 

(３) 第１号により設置される道路と接続する既存道路の接合個所は、整備基

準に基づき整備しなければならない。 

(４) 開発区域に接する既存道路が第２条第11号イに規定する道の場合にお

いては、第62条第１項及び第２項の規定を準用する。この場合において、同

条第１項及び第２項中「建築主」とあるのは、「事業者」と読み替えるもの

とする。 

公園 開発区域の面積が0.3ヘクタール以上の場合で、住宅建築を目的とした開発事

業においては、開発区域の面積の３パーセント以上の面積の公園を整備基準に

基づき設置しなければならない。ただし、予定される建築物が住宅以外の開発

事業については、緑地又は広場に替えることができる。 

給水施設 開発区域内外における給水施設の設置等については、水道事業の管理者の権限

を行う市長と協議しなければならない。 

排水施設 (１) 開発事業に起因する排水施設については、下水道法（昭和33年法律第79

号）、門真市下水道条例（昭和47年門真市条例第５号）及び整備基準に基づ

き設置し、又は改修しなければならない。 

(２) 用排水施設の設計については、整備基準に適合させなければならない。 

(３) 開発区域の排水を既存の河川、水路等に排水する場合、排水先の管理者

と排水施設の設置及び改修について協議しなければならない。ただし、設置

及び改修に係る経費は、事業者が負担しなければならない。 

雨水貯留浸透施

設 

雨水貯留浸透施設の整備については、市と協議しなければならない。 

し尿処理の方法 開発区域内におけるし尿処理の方法については、整備基準に基づき、市と協議



して定めなければならない。 

ごみ集積施設 開発区域内における一般廃棄物（家庭ごみ、粗大ごみ等をいう。）の持出し、

保管及び収集に必要な集積施設の設置については、整備基準に基づき、市と協

議しなければならない。 

消防対策 開発区域内外の消防活動空地、水利施設の設置及び工事中の消防対策等につい

ては、規則で定めるところにより、所轄消防署長と協議しなければならない。 

交通安全施設 開発区域内において設置する道路及び開発区域に隣接する道路については、交

通事故の防止を図るため、市が必要と認めたときは、防護柵、道路反射鏡、道

路照明灯、路面標示その他の交通安全施設を設置しなければならない。 

防犯施設 開発区域内外に設置する防犯施設については、市と協議しなければならない。 

駐車場及び自転

車置場 

(１) 住宅建築を目的とした開発事業にあっては、建築物の用途に応じて開発

区域内に整備基準で定める駐車場及び自転車置場を設置しなければならな

い。 

(２) 住宅建築以外を目的とした開発事業にあっては、開発区域内に必要な駐

車台数及び自転車置場について、市と協議しなければならない。 

教育委員会との

協議 

住宅建築を目的とした開発事業で、戸数が200戸以上の計画の場合は、建築時

期及び入居時期等について、門真市教育委員会（以下「教育委員会」という。）

と協議しなければならない。 

集会所 住宅建築を目的とした開発事業で、戸数が200戸以上の計画の場合は、市と協

議の上、集会所を整備基準に基づき設置しなければならない。ただし、周辺の

状況により必要がないと認められるときは、この限りでない。 

文化財の保護 文化財の保護については、教育委員会と協議しなければならない。 

 


